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 市第３号議案 

 横浜市市税条例等の一部改正 

横浜市市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年５月23日提出 

横浜市長 山 中 竹 春 

横浜市条例（番号） 

横浜市市税条例等の一部を改正する条例 

 （横浜市市税条例の一部改正） 

第１条 横浜市市税条例（昭和25年８月横浜市条例第34号）の一部

を次のように改正する。 

第10条中「公示送達は、」の次に「市役所又は」を加え、「（

市外に住所又は所在地のある特別徴収義務者が納入すべき個人の

市民税及び県民税（督促、滞納処分及び納税の猶予に係るものに

限る。）、市たばこ税並びに入湯税に係るものにあっては、市役

所）」を削る。 

第29条中「扶養控除額」の次に「、特定親族特別控除額」を加

える。 

第32条に次の１項を加える。 

２ 市長は、特別の事情がある場合において、前項に規定する納

期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に

納期を定めることができる。 

第33条の４第２項ただし書中「退職手当等で」を「退職手当等

（法第 292 条第１項第６号に規定する退職手当等をいう。以下同

じ。）で」に改める。 

第33条の５第１項、第33条の５の２第３項及び第33条の５の７
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第１項中「第32条の」を「第32条第１項に規定する」に改める。 

第34条第１項ただし書中「）若しくは」を「）、」に改め、「

扶養控除額」の次に「若しくは特定親族特別控除額（特定親族（

同条第１項第12号に規定する特定親族をいう。第34条の４第１項

において同じ。）（前年の合計所得金額が 850,000 円以下である

ものに限る。）に係るものを除く。）」を加え、同項第５号中「

又は扶養控除額」を「、扶養控除額又は特定親族特別控除額」に

改める。 

第34条の４第１項中「退職手当等に限る」の次に「。以下この

項において同じ」を、「者に限る。）」の次に「若しくは特定親

族（退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額が

850,000 円以下であるものに限る。）」を加える。 

第40条中「法第 292 条第１項第６号に規定する」を削り、「本

節」を「この節」に、「「退職手当等」という」を「同じ」に改

める。 

第50条に次の１項を加える。 

２ 市長は、特別の事情がある場合において、前項に規定する納

期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に

納期を定めることができる。 

第55条の見出し中「固定資産税」を「固定資産税等」に改め、

同条中「または同条第４項」を「、第４項から第８項まで若しく

は第９項本文、法附則第14条第１項若しくは第２項又は法附則第

78条第９項若しくは第10項」に改める。 

第60条の２を削る。 

第75条に次の１項を加える。 
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２ 市長は、特別の事情がある場合において、前項に規定する納

期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に

納期を定めることができる。 

 第77条第３項中「による申告事項」を「により申告した事項」

に改める。 

第 134 条に次の１項を加える。 

２ 市長は、特別の事情がある場合において、前項に規定する納

期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に

納期を定めることができる。 

附則第９条第11項中「附則第15条第41項」を「附則第15条第40

項」に改める。 

附則第９条の２を次のように改める。 

第９条の２ 削除 

附則第９条の４の４中「第32条」を「第32条第１項」に改める

。 

附則第13条の６の４に次の１項を加える。 

２ 特定マンションに係る区分所有に係る家屋については、前項

の申告書の提出がなかった場合においても、マンションの管理

の適正化の推進に関する法律（平成12年法律第 149 号）第５条

の２第１項に規定する管理組合の管理者等から、前項に規定す

る期間内に法附則第15条の９の３第２項に規定する総務省令で

定める書類の提出がされ、かつ、当該特定マンションが同条第

１項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規

定にかかわらず、同条第１項の規定を適用することができる。 

附則第16条を次のように改める。 
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第16条 削除 

附則第18条の２を附則第18条の３とし、附則第18条の次に次の

１条を加える。 

（加熱式たばこに係る市たばこ税の課税標準の特例） 

第18条の２ 令和８年４月１日以後に第82条第１項の売渡し又は

同条第２項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこ（

第81条の３第１号オに掲げる加熱式たばこをいい、第83条の２

の規定により製造たばことみなされるものを含む。）に係る第

84条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項の規定にかかわ

らず、当分の間、法附則第30条の３の定めるところによる。 

 （横浜市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 横浜市市税条例の一部を改正する条例（平成19年５月横浜

市条例第29号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項中「を除く」を「及び公益信託に関する法律（令和

６年法律第30号）附則第４条第１項に規定する移行認可を受けた

ものを除く」に改める。 

 （横浜市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 横浜市市税条例等の一部を改正する条例（令和５年６月横

浜市条例第16号）の一部を次のように改正する。 

第１条のうち横浜市市税条例第10条の改正規定中「公示送達」

及び「、「市役所」の次に「。以下この条において同じ。」を」

を削り、「又は公示事項を」の次に「市役所又は」を加える。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げ
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る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1)  第１条中横浜市市税条例（以下「条例」という。）第29条、

第34条第１項及び第34条の４第１項の改正規定並びに次項から

附則第４項までの規定 令和８年１月１日 

 (2)  第１条中条例附則第18条の２を条例附則第18条の３とし、条

例附則第18条の次に１条を加える改正規定及び附則第５項から

第７項までの規定 令和８年４月１日 

 (3)  第２条の規定 公益信託に関する法律（令和６年法律第30号

）の施行の日 

 （個人の市民税に関する経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の条例（以下「新条例」という。）

第29条及び第34条第１項の規定は、令和８年度以後の年度分の個

人の市民税について適用し、令和７年度分までの個人の市民税に

ついては、なお従前の例による。 

３ 令和８年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例

第34条第１項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親

族特別控除額（特定親族（同条第１項第12号に規定する特定親族

をいう。第34条の４第１項において同じ。）（前年の合計所得金

額が 850,000 円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）

」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。 

４ 新条例第34条の４第１項の規定は、附則第１項第１号に掲げる

規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法（昭和40年法律

第33号）第 203 条の６第１項に規定する公的年金等（同法第 203

条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下「公的年金等」と

いう。）について提出する新条例第34条の４第１項の規定による
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申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等に

ついて提出した第１条の規定による改正前の条例第34条の４第１

項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

５ 別段の定めがあるものを除き、附則第１項第２号に掲げる規定

の施行の日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ（新

条例附則第18条の２に規定する加熱式たばこをいう。次項におい

て同じ。）に係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

６ 令和８年４月１日から同年９月30日までの間に、条例第82条第

１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等が行われた

加熱式たばこに係る条例第84条第１項の製造たばこの本数は、同

条第３項及び新条例附則第18条の２の規定にかかわらず、次に掲

げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。 

 (1)  条例第84条第３項の規定により換算した紙巻たばこ（地方税

法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律

（令和７年法律第７号）第１条の規定による改正後の地方税法

（昭和25年法律第 226 号）附則第30条の３第１項に規定する紙

巻たばこをいう。次号において同じ。）の本数に 0.5 を乗じて

計算した製造たばこの本数 

(2)  新条例附則第18条の２の規定により換算した紙巻たばこの本

数に 0.5 を乗じて計算した製造たばこの本数 

７ 前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数がある場

合には、それぞれその端数を切り捨てるものとする。 

 

   提 案 理 由 
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 地方税法等の一部改正に伴い関係規定の整備を図る等のため、横

浜市市税条例等の一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

横 浜 市 市 税 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   

（ 公 示 送 達 の 方 法 ） 

                     市 役 所 又 は 
第 10 条  法 第 20 条 の ２ の 規 定 に よ る 公 示 送 達 は 、      納 税 地 

                      

                               
所 管 の 区 役 所 

（ 市 外 に 住 所 又 は 所 在 地 の あ る 特 別 徴 収 義 務 者 が 納 

                               
 入 す べ き 個 人 の 市 民 税 及 び 県 民 税 （ 督 促 、 滞 納 処 分 及 び 納 税 の 猶 

                               
 予 に 係 る も の に 限 る 。）、 市 た ば こ 税 並 び に 入 湯 税 に 係 る も の に 

           
          の 掲 示 場 に 掲 示 し て 行 う も の と す る 。 
 あ っ て は 、 市 役 所 ） 

（ 所 得 控 除 ） 

第 29 条  所 得 割 の 納 税 義 務 者 に 対 し て は 、 法 第 314 条 の ２ の 規 定 に 

定 め る と こ ろ に よ り 、 雑 損 控 除 額 、 医 療 費 控 除 額 、 社 会 保 険 料 控

除 額 、 小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金 控 除 額 、 生 命 保 険 料 控 除 額 、 地 震 保

険 料 控 除 額 、 障 害 者 控 除 額 、 寡 婦 控 除 額 、 ひ と り 親 控 除 額 、 勤 労 

                           、 特 
学 生 控 除 額 、 配 偶 者 控 除 額 、 配 偶 者 特 別 控 除 額 、 扶 養 控 除 額 
 

定 親 族 特 別 控 除 額 
         又 は 基 礎 控 除 額 を そ の 者 の 前 年 の 所 得 に つ い て 
 

算 定 し た 総 所 得 金 額 、 退 職 所 得 金 額 又 は 山 林 所 得 金 額 か ら 控 除 す

る 。 

（ 普 通 徴 収 に よ る 個 人 の 市 民 税 の 納 期 ） 

第 32 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  市 長 は 、 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 に お い て 、 前 項 に 規 定 す る 納 期 
 

に よ り 難 い と 認 め る と き は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 に 納 期 
 

を 定 め る こ と が で き る 。 
 

（ 給 与 所 得 に 係 る 特 別 徴 収 税 額 の 納 入 の 義 務 等 ） 

第 33 条 の ４  （ 第 １ 項 省 略 ） 
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２  前 項 の 特 別 徴 収 義 務 者 は 、 前 条 の 規 定 に よ っ て 給 与 所 得 に 係 る 

特 別 徴 収 税 額 を 徴 収 す べ き 個 人 の 市 民 税 の 納 税 義 務 者 に 給 与 の 支 

払 を し な く な っ た 場 合 に は 、 そ の 事 由 が 発 生 し た 日 の 属 す る 月 の 

翌 月 以 降 の 月 割 額 （ 前 項 の 規 定 に よ っ て 特 別 徴 収 義 務 者 が 給 与 の 

支 払 を す る 際 毎 月 徴 収 す べ き 額 を い う 。 以 下 同 じ 。） を 徴 収 し て 

納 入 す る 義 務 を 負 わ な い 。 た だ し 、 そ の 事 由 が そ の 年 度 の 初 日 の 

属 す る 年 の ６ 月 １ 日 か ら 12 月 31 日 ま で の 間 に お い て 発 生 し 、 か つ 

、 そ の 事 由 が 発 生 し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 以 降 の 月 割 額 を 特 別 徴 

収 の 方 法 に よ っ て 徴 収 さ れ た い 旨 の 納 税 義 務 者 か ら の 申 出 が あ っ 

た 場 合 及 び そ の 事 由 が そ の 年 の 翌 年 の １ 月 １ 日 か ら ４ 月 30 日 ま で 

の 間 に お い て 発 生 し た 場 合 に は 、 そ の 納 税 義 務 者 に 対 し て そ の 年 

                     退 職 手 当 等 （ 法 第 
の ５ 月 31 日 ま で の 間 に 支 払 わ れ る べ き 給 与 又 は 

退 職 手 当 等 で 

 292 条 第 １ 項 第 ６ 号 に 規 定 す る 退 職 手 当 等 を い う 。 以 下 同 じ 。）  
 

 で 
そ の 月 割 額 の 全 額 に 相 当 す る 金 額 を 超 え る も の が あ る と き に 限 

 

り 、 そ の 者 に 支 払 わ れ る べ き 給 与 又 は 退 職 手 当 等 の 支 払 を す る 際 

、 そ の 月 割 額 の 全 額 （ 同 日 ま で に そ の 給 与 又 は 退 職 手 当 等 の 全 部

又 は 一 部 の 支 払 が さ れ な い こ と と な っ た と き に あ っ て は 、 同 日 ま

で に 支 払 わ れ た そ の 給 与 又 は 退 職 手 当 等 の 額 か ら 徴 収 す る こ と が

で き る 額 ） を 徴 収 し 、 そ の 徴 収 し た 月 の 翌 月 10 日 ま で に 、 そ の 納

入 金 を 納 入 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 省 略 ） 

（ 給 与 所 得 に 係 る 特 別 徴 収 税 額 の 普 通 徴 収 税 額 へ の 繰 入 れ ） 

第 33 条 の ５  個 人 の 市 民 税 の 納 税 者 が 、 給 与 の 支 払 を 受 け な く な っ

た こ と 等 に よ り 給 与 所 得 に 係 る 特 別 徴 収 税 額 を 特 別 徴 収 の 方 法 に

よ っ て 徴 収 さ れ な い こ と と な っ た 場 合 に は 、 そ の 徴 収 さ れ な い こ
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と と な っ た 金 額 に 相 当 す る 税 額 は 、 そ の 特 別 徴 収 の 方 法 に よ っ て 

                                                       第 32 条 第 １ 項 に 規 定 
徴 収 さ れ な い こ と と な っ た 日 以 後 に 到 来 す る 
                                                      第 32 条 の 

 す る 
納 期 が あ る と き は そ の そ れ ぞ れ の 納 期 に 、 そ の 日 以 後 に 到 来 

 

す る 納 期 が な い と き は 直 ち に 、 普 通 徴 収 の 方 法 に よ り 徴 収 し な け 

れ ば な ら な い 。 

（ 第 ２ 項 省 略 ） 

（ 公 的 年 金 等 に 係 る 所 得 に 係 る 個 人 の 市 民 税 の 特 別 徴 収 ） 

第 33 条 の ５ の ２  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  市 長 は 、 第 １ 項 の 特 別 徴 収 対 象 年 金 所 得 者 に 対 し て 課 す る 個 人

の 市 民 税 の う ち 当 該 特 別 徴 収 対 象 年 金 所 得 者 の 前 年 中 の 公 的 年 金

等 に 係 る 所 得 に 係 る 所 得 割 額 及 び 均 等 割 額 の 合 算 額 か ら 年 金 所 得 

                 第 32 条 第 １ 項 に 規 定 す る 
に 係 る 特 別 徴 収 税 額 を 控 除 し た 額 を            納 期 

                 第 32 条 の 

の う ち 当 該 年 度 の 初 日 か ら そ の 日 の 属 す る 年 の ９ 月 30 日 ま で の 間

に 到 来 す る も の に お い て 普 通 徴 収 の 方 法 に よ っ て 徴 収 す る 。 

（ 年 金 所 得 に 係 る 特 別 徴 収 税 額 等 の 普 通 徴 収 税 額 へ の 繰 入 れ ） 

第 33 条 の ５ の ７  第 33 条 の ５ の ５ 第 ２ 項 又 は 第 ４ 項 （ こ れ ら の 規 定

を 前 条 第 ３ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定

に よ り 特 別 徴 収 の 方 法 に よ っ て 徴 収 さ れ な い こ と と な っ た 場 合 に

は 、 そ の 徴 収 さ れ な い こ と と な っ た 金 額 に 相 当 す る 税 額 は 、 そ の

特 別 徴 収 の 方 法 に よ っ て 徴 収 さ れ な い こ と と な っ た 日 以 後 に 到 来 

   第 32 条 第 １ 項 に 規 定 す る 
す る            納 期 が あ る と き は そ の そ れ ぞ れ の 納 

   第 32 条 の 

期 に 、 そ の 日 以 後 に 到 来 す る 納 期 が な い と き は 直 ち に 、 普 通 徴 収

の 方 法 に よ り 徴 収 し な け れ ば な ら な い 。 

       （ 第 ２ 項 省 略 ） 

（ 市 民 税 の 申 告 義 務 等 ） 
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第 34 条  第 21 条 第 １ 項 第 １ 号 の 者 は 、 ３ 月 15 日 ま で に 、 次 の 各 号 に 

掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 第 35 条 の ２ 第 １ 項 又 は 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 給 与 支 払 報 告

書 又 は 公 的 年 金 等 支 払 報 告 書 を 提 出 す る 義 務 が あ る 者 か ら １ 月 １

日 現 在 に お い て 給 与 又 は 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け て い る 者 で 、 前

年 中 に お い て 給 与 所 得 以 外 の 所 得 又 は 公 的 年 金 等 に 係 る 所 得 以 外

の 所 得 を 有 し な か っ た も の （ 公 的 年 金 等 に 係 る 所 得 以 外 の 所 得 を

有 し な か っ た 者 で 社 会 保 険 料 控 除 額 （ 政 令 第 48 条 の ９ の ７ に 規 定

す る も の を 除 く 。）、 小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金 控 除 額 、 生 命 保 険 料

控 除 額 、 地 震 保 険 料 控 除 額 、 勤 労 学 生 控 除 額 、 配 偶 者 特 別 控 除 額

（ 所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が 9,000,000 円 以 下 で

あ る も の に 限 る 。） の 法 第 314 条 の ２ 第 １ 項 第 10 号 の ２ に 規 定 す

る 自 己 と 生 計 を 一 に す る 配 偶 者 （ 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が 950,000 円

以 下 で あ る も の に 限 る 。） で 控 除 対 象 配 偶 者 に 該 当 し な い も の に 

                      ）、     
係 る も の を 除 く 。      法 第 314 条 の ２ 第 ４ 項 に 規 定 す る 扶 

         ) 若 し く は 

     若 し く は 特 定 親 族 特 別 控 除 額 （ 特 定 親 族 （ 同 条 第 １ 項 第 
養 控 除 額 

 

12 号 に 規 定 す る 特 定 親 族 を い う 。 第 34 条 の ４ 第 １ 項 に お い て 同 じ 
 

。） （ 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が 850,000 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。）  
 

に 係 る も の を 除 く 。）  
の 控 除 又 は こ れ ら と 併 せ て 雑 損 控 除 額 若 し 

 

く は 医 療 費 控 除 額 の 控 除 、 法 第 313 条 第 ８ 項 に 規 定 す る 純 損 失 の

金 額 の 控 除 、 同 条 第 ９ 項 に 規 定 す る 純 損 失 若 し く は 雑 損 失 の 金 額

の 控 除 若 し く は 法 第 317 条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 寄 附 金

税 額 控 除 額 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 寄 附 金 税 額 控 除 額 」 と い う 。

） の 控 除 を 受 け よ う と す る も の を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 給

与 所 得 以 外 の 所 得 を 有 し な か っ た 者 等 」 と い う 。） に つ い て は 、
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こ の 限 り で な い 。 

（ 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 省 略 ） 

(5)  雑 損 控 除 額 、 医 療 費 控 除 額 、 社 会 保 険 料 控 除 額 、 小 規 模 企 業 

共 済 等 掛 金 控 除 額 、 生 命 保 険 料 控 除 額 、 地 震 保 険 料 控 除 額 、 障

害 者 控 除 額 、 寡 婦 控 除 額 、 ひ と り 親 控 除 額 、 勤 労 学 生 控 除 額 、 

              、 扶 養 控 除 額 又 は 特 定 親 族 特 
配 偶 者 控 除 額 、 配 偶 者 特 別 控 除 額 

              又 は 扶 養 控 除 額 

別 控 除 額 
   の 控 除 に 関 す る 事 項 

 

（ 第 ６ 号 か ら 第 ８ 号 ま で 及 び 第 ２ 項 か ら 第 ９ 項 ま で 省 略 ） 

（ 個 人 の 市 民 税 に 係 る 公 的 年 金 等 受 給 者 の 扶 養 親 族 等 申 告 書 ） 

第 34 条 の ４  所 得 税 法 第 203 条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 

す る 申 告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 者 又 は 法 の 施 行 地 に お い て

同 項 に 規 定 す る 公 的 年 金 等 （ 所 得 税 法 第 203 条 の ７ の 規 定 の 適 用

を 受 け る も の を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 公 的 年 金 等 」 と い う 

。） の 支 払 を 受 け る 第 21 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 者 で あ っ て 、 法

第 317 条 の ３ の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 配 偶 者 又 は 扶 養 親 族 （ 年

齢 16 歳 未 満 の 者 又 は 控 除 対 象 扶 養 親 族 で あ っ て 退 職 手 当 等 （ 法 第 

                。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 
328 条 に 規 定 す る 退 職 手 当 等 に 限 る             。 

 

                若 し く は 特 定 親 族 （ 退 職 手 当 
） に 係 る 所 得 を 有 す る 者 に 限 る 。）  

 

 等 に 係 る 所 得 を 有 す る 者 で あ っ て 、 合 計 所 得 金 額 が 850,000 円 以 下 
 

で あ る も の に 限 る 。）  
         を 有 す る 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 公 的 年 

 

金 等 受 給 者 」 と い う 。） は 、 当 該 申 告 書 の 提 出 の 際 に 経 由 す べ き

所 得 税 法 第 203 条 の ６ 第 １ 項 に 規 定 す る 公 的 年 金 等 の 支 払 者 （ 以

下 こ の 条 に お い て 「 公 的 年 金 等 支 払 者 」 と い う 。） か ら 毎 年 最 初

に 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け る 日 の 前 日 ま で に 、 法 第 317 条 の ３ の

３ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 同 項 各
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号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 、 当 該 公 的 年 金 等 支 払 者 を 経

由 し て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 第 ２ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

（ 退 職 所 得 の 課 税 の 特 例 ） 

                               
第 40 条  第 21 条 第 1 項 第 1 号 の 者 が 
                法 第 292 条 第 １ 項 第 ６ 号 に 規 定 

    
   退 職 手 当 等 （ 所 得 税 法 第 199 条 の 規 定 に よ り そ の 所 得 税 を 徴 
 す る 

                 こ の 節     同 じ      
 収 し て 納 付 す べ き も の に 限 る 。 以 下    に お い て 
                 本 節      「 退 職 手 当 等 

      
     。） の 支 払 を 受 け る 場 合 に は 、 そ の 退 職 手 当 等 に 係 る 所 
 」 と い う 

得 割 は 、 第 27 条 、 第 29 条 の ２ 及 び 第 30 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ

の 退 職 手 当 等 の 支 払 を 受 け る べ き 日 の 属 す る 年 の １ 月 １ 日 現 在 に

お け る そ の 者 の 住 所 が 区 内 に 所 在 す る 場 合 に お い て 、 そ の 退 職 手 

                   こ の 節 
当 等 に 係 る 所 得 を 他 の 所 得 と 区 分 し 、 以 下    に 規 定 す る と こ 
                   本 節 

ろ に よ り 課 す る 。 

（ 固 定 資 産 税 の 納 期 ） 

第 50 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  市 長 は 、 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 に お い て 、 前 項 に 規 定 す る 納 期 
 

に よ り 難 い と 認 め る と き は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 に 納 期 
 

を 定 め る こ と が で き る 。 
 

 固 定 資 産 税 等 
（       の 非 課 税 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 等 の 申 
 固 定 資 産 税 

告 ） 

            、 第 ４ 項 か ら 第 ８ 項 ま で 若 し く は 第 
第 55 条  法 第 348 条 第 ２ 項 本 文 

             ま た は 同 条 第 ４ 項 

９ 項 本 文 、 法 附 則 第 14 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 又 は 法 附 則 第 78 条 
 

第 ９ 項 若 し く は 第 10 項 
          の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 は 、 そ の 
 

事 実 発 生 の 日 か ら 30 日 以 内 に 、 そ の 事 実 を 証 す る 書 類 を 添 え て 、

そ の 旨 を 市 長 に 申 告 し な け れ ば な ら な い 。 申 告 し た 事 項 に 異 動 を
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生 じ た 場 合 も 、 ま た 同 様 と す る 。 

           
（ 家 屋 調 査 票 の 添 付 ） 

                               
第 60 条 の ２  家 屋 の 所 有 者 は 、 市 長 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 家 

                              
屋 の 見 や す い 箇 所 に 家 屋 調 査 票 の 取 付 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 

                               
２  前 項 の 調 査 票 の 取 付 又 は 取 は ず し は 、 徴 税 吏 員 の ほ か 行 う こ と 

       
が で き な い 。 

（ 種 別 割 の 納 期 ） 

第 75 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  市 長 は 、 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 に お い て 、 前 項 に 規 定 す る 納 期 
 

に よ り 難 い と 認 め る と き は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 に 納 期 
 

を 定 め る こ と が で き る 。 
 

（ 種 別 割 に 関 す る 申 告 義 務 ） 

第 77 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

        に よ り 申 告 し た 事 項 
３  第 １ 項 の 規 定          に 変 更 （ 前 項 の 規 定 に よ り 申 
        に よ る 申 告 事 項 

告 す べ き 場 合 を 除 く 。） が あ っ た 場 合 に お い て は 、 そ の 事 由 が 生

じ た 日 か ら 15 日 以 内 に 、 そ の 旨 を 市 長 に 申 告 し な け れ ば な ら な い 

。 

  （ 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 省 略 ） 

（ 都 市 計 画 税 の 納 期 ） 

第 134 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  市 長 は 、 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 に お い て 、 前 項 に 規 定 す る 納 期 
 

に よ り 難 い と 認 め る と き は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 に 納 期 
 

を 定 め る こ と が で き る 。 
 

附  則 

（ 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 画 税 の 課 税 標 準 の 特 例 ） 
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第 ９ 条  （ 第 １ 項 か ら 第 10 項 ま で 省 略 ） 

  附 則 第 15 条 第 40 項 
11  法         に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 ６ 分 の １ 
   附 則 第 15 条 第 41 項 

と す る 。 

                      
（ 平 成 10 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に 関 す る 特 例 ） 

      削 除                        
第 ９ 条 の ２   
      平 成 10 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に 限 り 、 第 32 条 中 「 ６ 月 

                               
１ 日 か ら 同 月 末 日 ま で 」 と あ る の は 、 「 平 成 10 年 ７ 月 １ 日 か ら 同 

            
月 末 日 ま で 」 と す る 。 

（ 令 和 ６ 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 の 普 通 徴 収 に 関 す る 特 例 ） 

第 ９ 条 の ４ の ４  令 和 ６ 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に 限 り 、 第 31 条 の 規

定 に よ り 普 通 徴 収 の 方 法 に よ っ て 徴 収 す る 個 人 の 市 民 税 （ 第 33 条

の ５ の ２ 第 ３ 項 及 び 第 40 条 の ９ の 規 定 に よ り 徴 収 す る も の を 除 く 

    第 32 条 第 １ 項 
。） の       に 規 定 す る 納 期 に お け る 徴 収 に つ い て は 、 法 
   第 32 条 

附 則 第 ５ 条 の ９ の 規 定 を 適 用 す る 。 

（ 大 規 模 の 修 繕 等 が 行 わ れ た マ ン シ ョ ン に 対 し て 課 す る 固 定 資 産

税 の 減 額 に 関 す る 申 告 ） 

第 13 条 の ６ の ４  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  特 定 マ ン シ ョ ン に 係 る 区 分 所 有 に 係 る 家 屋 に つ い て は 、 前 項 の 
 

申 告 書 の 提 出 が な か っ た 場 合 に お い て も 、 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 
 

正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 12 年 法 律 第 149 号 ） 第 ５ 条 の ２ 第 
 

１ 項 に 規 定 す る 管 理 組 合 の 管 理 者 等 か ら 、 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 
 

に 法 附 則 第 15 条 の ９ の ３ 第 ２ 項 に 規 定 す る 総 務 省 令 で 定 め る 書 類 
 

の 提 出 が さ れ 、 か つ 、 当 該 特 定 マ ン シ ョ ン が 同 条 第 １ 項 に 規 定 す 
 

る 要 件 に 該 当 す る と 認 め ら れ る と き は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 
 

、 同 条 第 １ 項 の 規 定 を 適 用 す る こ と が で き る 。 
 

                             
 （ 平 成 12 年 度 分 の 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 画 税 に 関 す る 特 例 ） 
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    削 除                          
第 16 条   

平 成 12 年 度 分 の 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 画 税 に 限 り 、 第 50 条 

                               
及 び 第 134 条 中 「 ４ 月 １ 日 か ら 同 月 末 日 ま で 。」 と あ る の は 、 「 

                        
平 成 12 年 ５ 月 １ 日 か ら 同 月 末 日 ま で 。」 と す る 。 

（ 加 熱 式 た ば こ に 係 る 市 た ば こ 税 の 課 税 標 準 の 特 例 ） 
 

第 18 条 の ２  令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 第 82 条 第 １ 項 の 売 渡 し 又 は 同 
 

条 第 ２ 項 の 売 渡 し 若 し く は 消 費 等 が 行 わ れ た 加 熱 式 た ば こ （ 第 81  
 

条 の ３ 第 １ 号 オ に 掲 げ る 加 熱 式 た ば こ を い い 、 第 83 条 の ２ の 規 定 
 

に よ り 製 造 た ば こ と み な さ れ る も の を 含 む 。） に 係 る 第 84 条 第 １ 
 

項 の 製 造 た ば こ の 本 数 は 、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 分 
 

の 間 、 法 附 則 第 30 条 の ３ の 定 め る と こ ろ に よ る 。 
 

（ 特 別 土 地 保 有 税 の 課 税 の 停 止 ） 

第 18 条 の ３ 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 18 条 の ２ 

 

横 浜 市 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   

附  則 

  （ 第 １ 項 省 略 ） 

（ 市 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ） 

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 市 税 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い 

う 。） 第 21 条 、 第 22 条 及 び 第 29 条 の ４ の ２ の 規 定 は 、 信 託 法 の 施

行 の 日 以 後 に 効 力 が 生 ず る 信 託 （ 遺 言 に よ っ て さ れ た 信 託 に あ っ

て は 同 日 以 後 に 遺 言 が さ れ た も の に 限 り 、 信 託 法 の 施 行 に 伴 う 関

係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 18 年 法 律 第 109 号 ） 第 ３ 条 第

１ 項 、 第 ６ 条 第 １ 項 、 第 11 条 第 ２ 項 、 第 15 条 第 ２ 項 、 第 26 条 第 １

項 、 第 30 条 第 ２ 項 又 は 第 56 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 同 法 第 ３ 条 第 １
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項 に 規 定 す る 新 法 信 託 と さ れ た 信 託 （ 以 下 「 新 法 信 託 」 と い う 。

） を 含 む 。） に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 効 力 が 生 じ た 信 託 （ 遺 言

に よ っ て さ れ た 信 託 に あ っ て は 同 日 前 に 遺 言 が さ れ た も の を 含 み 

     及 び 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 （ 令 和 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 附 
、 新 法 信 託 
     を 除 く 

則 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 移 行 認 可 を 受 け た も の を 除 く 
                         。） に つ 
 

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

   （ 第 ３ 項 省 略 ） 

 

   横 浜 市 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   

          
第 10 条 中 「     は 、」 の 次 に 「 公 示 事 項 （ 同 条 第 ２ 項 に 規 定 

公 示 送 達 

す る 公 示 事 項 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） を 同 項 の 規 定 に

基 づ く 総 務 省 令 で 定 め る 方 法 に よ り 不 特 定 多 数 の 者 が 閲 覧 す る こ と

が で き る 状 態 に 置 く 措 置 を と る と と も に 、 公 示 事 項 が 記 載 さ れ た 書 

                              
面 を 」 を                          加 
    、 「 市 役 所 」 の 次 に 「 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。」 を 

                     市 役 所 又 は 
え 、 「 掲 示 し て 」 を 「 掲 示 し 、 又 は 公 示 事 項 を      納 税 地 所     
 

管 の 区 役 所 に 設 置 し た 電 子 計 算 機 の 映 像 面 に 表 示 し た も の の 閲 覧 を 

す る こ と が で き る 状 態 に 置 く 措 置 を と る こ と に よ っ て 」 に 改 め る 。 
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